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議 事

(1) 審議事項



(別表)　第２条関係
名称

1 　開催準備総合計画及び開催基本構想の策定に関
すること

1 　開催準備総合計画及び開催基本構想の進行管理
に関すること

2 　会場地市町村の選定に関すること 2 　文化プログラムに関すること
3 　県と会場地市町村の業務分担に関すること 3 　他の専門委員会に属さない事項に関すること

（重要なものを除く）
4 　他の専門委員会に属さない重要な事項に関する
こと

1 　公開競技及びデモンストレーションスポーツの
選定に関すること

1 　実施競技の企画及び運営に関することのうち，
次に掲げるもの

2  　競技用具に関すること
　リハーサル大会に関すること

3  　競技記録に関すること

2 　競技役員等の養成及び編成に関すること

1 　広報の基本的事項に関すること 1 　広報及び啓発の実施に関すること
2 　県民運動の基本的事項に関すること 2 　県民運動の実施に関すること
3 　その他広報及び県民運動に係る重要な事項に関
すること

3 　愛称・スローガン，マスコット等の取扱いに関
すること

4 　報道機関との調整に関すること
5 　記録映像及び記録写真に関すること
6 　その他広報及び県民運動に関すること（重要な
ものを除く）

1 　式典の基本的事項に関すること 1 　開・閉会式の企画及び運営に関すること

2 2 　式典音楽の実施に関すること

3 　式典演技の実施に関すること

4 　炬火イベントの実施に関すること

5 　その他式典に関すること（重要なものを除く）

1 　輸送及び交通の基本的事項に関すること 1 　県外参加者等の輸送に関すること
2 2 　開・閉会式の輸送に関すること
　 3 　競技会場地の輸送に関すること

4 　その他輸送及び交通に関すること（重要なもの
を除く）

1 　宿泊の基本的事項に関すること 1 　宿泊に関すること
2 　医事・衛生の基本的事項に関すること 2 　標準献立及び食品調達に関すること
3 3 　医療救護及び防疫に関すること

4 　食品衛生及び環境衛生に関すること
5 　馬事衛生に関すること
6 　その他宿泊及び医事・衛生に関すること（重要
なものを除く）

1 　警備及び消防防災の基本的事項に関すること 1
2 　情報通信施設整備の基本的事項に関すること
3 2 　情報通信施設整備に関すること

3

1 　募金及び企業協賛の基本的事項に関すること 1 　募金及び企業協賛の企画及び実施に関すること
2 2

第75回国民体育大会鹿児島県準備委員会専門委員会規程の改正（案）

　第75回国民体育大会鹿児島県準備委員会に，「募金・企業協賛専門委員会」を新たに設置し，同規程第
２条の別表を次のとおり改正する。

宿
泊
・
衛
生

専
門
委
員
会

　その他宿泊及び医事・衛生に係る重要な事項に
関すること

付託事項 委任事項

総
務
専
門
委
員
会

競
技
専
門
委
員
会

　実施競技の企画及び運営に係る計画の策定に関
すること
　その他実施競技の企画及び運営に係る重要な事
項に関すること その他実施競技の企画及び運営に関す

　ること（重要なものを除く）

広
報
・
県
民
運
動

専
門
委
員
会

式
典
専
門
委
員
会

　その他式典に係る重要な事項に関すること

輸
送
・
交
通

専
門
委
員
会

　その他輸送及び交通に係る重要な事項に関する
こと

警
備
・
消
防

専
門
委
員
会

　開・閉会式会場の警備及び消防防災に関するこ
と

　その他警備，消防防災及び情報通信施設整備に
係る重要な事項に関すること 　その他警備，消防防災及び情報通信施設整備に

関すること（重要なものを除く）

募
金
・
企
業
協
賛

専
門
委
員
会

　その他，募金及び企業協賛に係る重要な事項に
関すること

　その他募金及び企業協賛に関すること（重要な
ものを除く）

第１号議案
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県準備委員会専門委員会規程の改正について
（募金・企業協賛専門委員会の設置）

１ 募金･企業協賛の目的等

県準備委員会(会長：知事)では，燃ゆる感動かごしま国体･同大会の開催
気運の醸成を図るとともに，両大会の円滑な開催･運営に資するため，広く
県民，企業･団体等の理解と協力を得て，(平成２９年)８月頃から募金及び
企業協賛を実施する予定。

２ 募金･企業協賛の概要(使途)

区 分 募 金 企 業 協 賛

目 的 ・ 県民総参加による大会 ・ 日本体育協会と県実行委員
運営に向けた県民運動の 会が協力して実施
支援 ・ 国体の認知度向上及び国体

ブランドの価値向上並びに開
催地の財政負担の軽減

使 途 ・ 主に県民運動の取組 ・ 主に協賛企業の広告を掲載
した広報活動等

３ 募金･企業協賛の実施体制

今回の，県準備委員会･第７回常任委員会の決定を受けて，専門委員会
の一つとして「募金･企業協賛専門委員会」を新設する予定。

 さらに，今年７月が見込まれる第７５回国民体育大会の本県開催の正式
決定後には，県準備委員会の県実行委員会への移行に併せ，委員構成はそ
のままに，常任委員会と同格の「募金･企業協賛推進委員会」に格上げ（名
称変更を含む）する予定。

４ 専門(推進)委員会委員

県内の主要な産業・経済団体等２６団体の長を想定。 ・・・参考１

５ 今後のスケジュール

時 期 内 容

H29.2月14日 ① 県準備委員会第７回常任委員会
→募金･企業協賛専門委員会の設置 等 ・・・参考２

2～3月 ② 各委員への文書による就任依頼

6月 ③ 第１回募金・企業協賛専門委員会
→ 募金・企業協賛推進要綱の決定 等

8月 ④ 県実行委員会第１回総会
→ 募金・企業協賛推進委員会の設置（同専門委員会の格上
げ(常任委員会と同格)） ・・・参考３

⑤ 第１回募金・企業協賛推進委員会
→ 企業協賛事務取扱要領の決定 等

H30.3月 ⑥ 第２回募金・企業協賛推進委員会
→ 進捗状況の報告及び次年度以降の活動方針の検討 等

※ 以降，H31～32年度は各１回程度，同推進委員会を開催。
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【先催６県中／４県以上採用＋太陽国体】

 産業・経済  ① 商工会議所連合会・会長 常任委員

 ② 経営者協会・会長 常任委員

 ③ 経済同友会・代表幹事 常任委員

 ④ 中小企業団体中央会・会長 常任委員

 ⑤ 商工会連合会・会長 常任委員

 ⑥ 農業協同組合中央会・会長 常任委員

 ⑦ 森林組合連合会・代表理事会長 委　員

 ⑧ 漁業協同組合連合会・代表理事会長 委　員

 ⑨ 建設産業団体連合会・会長 （委　員）

 ⑩ 銀行協会・会長 委　員

 ⑪ 信用金庫協会・会長 委　員

運輸  ⑫ バス協会・会長 常任委員

 ⑬ トラック協会・会長 委　員

観光・宿泊・衛生  ⑭ 観光連盟・会長 常任委員

 ⑮ ホテル旅館生活衛生同業組合・理事長 委　員

医療  ⑯ 医師会・会長 常任委員

 ⑰ 歯科医師会・会長 委　員

 ⑱ 薬剤師会・会長 委　員

学校  ⑲ ＰＴＡ連合会・会長 委　員

社会団体  ⑳ 青年会議所ブロック協議会・会長 常任委員

地域女性団体連絡連絡会・会長 常任委員

社会福祉協議会・会長 常任委員

体育協会・副会長 副会長

障害者スポーツ協会・会長
委　員

（障スポ準備委）

市長会・会長 副会長

町村会・会長 副会長

募金・企業協賛専門（推進）委員会委員（案）

団体・役職名
県準備委に
おける役職

 スポーツ

 市町村

参考１
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総　　会 常任委員(40)

委員(151)

監事(3)

専門委員会

常任委員会

副委員長

委員

委員長

202人
(一部重複)

副会長(7)

48人副会長(7)

常任委員(40)

会長(知事)

会長(1)

警
備
・
消
防
専
門
委
員
会

総
務
専
門
委
員
会

競
技
専
門
委
員
会

広
報
・
県
民
運
動
専
門
委
員
会

式
典
専
門
委
員
会

輸
送
・
交
通
専
門
委
員
会

宿
泊
・
衛
生
専
門
委
員
会

募
金
・
企
業
協
賛
専
門
委
員
会

H24年度設置 H26年度設置 (H28年度設置)

委 任

付託・委任

報 告

報 告

第75回国民体育大会鹿児島県準備委員会組織図（案）
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格上げ・
名称変更

顧問

参与

会長

常任委員

副会長

H29第８回常
任委員会に
て設置予定

会長

副会長

委員

委員長

副委員長

常任委員総　　会

専門委員会

常任委員会 募金・企業協賛
推進委員会

監事

委員

警
備
・
消
防
専
門
委
員
会

H24第１回常任
委員会にて設置

H26第３回常任委員会にて設置

総
務
専
門
委
員
会

競
技
専
門
委
員
会

広
報
・
県
民
運
動
専
門
委
員
会

式
典
専
門
委
員
会

輸
送
・
交
通
専
門
委
員
会

宿
泊
・
衛
生
専
門
委
員
会

H28第６回常
任委員会に
て設置

募
金
・
企
業
協
賛
専
門
委
員
会

全
国
障
害
者
ス
ポ
ー

ツ
大
会
専
門
委
員
会

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会（仮称）組織図（案）

委 任

報 告

委 任

報 告

報 告

委 任
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１ 導入対象競技決定

２ 導入競技決定について
県準備委員会は，導入対象競技決定を受け，全市町村に対し開催意向調査を実施した。

監督選手県数監督 選手

水球 女子 1 11 12 12 132 144 180 鹿児島市 鴨池公園水泳プール

男子 1 47 47

女子 1 47 47

ボクシング フライ級
成年
女子

1 1 16 16 16 32 36 阿久根市
阿久根総合運動公園総合体
育館

男子 1 2 47 47 94

女子 1 2 47 47 94

男子 1 18 18

女子 1 18 18

レスリング
フリースタイル
＜53㌔級，63㌔級＞

女子 0 2 47 0 94 94 72 日置市 日置市吹上浜公園体育館

ウエイトリフ
ティング

スナッチ
クリーン&ジャーク
＜53㌔以下級，58㌔，
69㌔以下級＞

女子 0 0 48 48 216
薩摩川内
市

薩摩川内市入来総合運動場
体育館

【トラック（４種目)】
500mタイムトライアル
ケイリン
スクラッチ(個人)
チーム・スプリント
(１チーム２名/団体)

南大隅町 鹿児島県根占自転車競技場

【ロード】
個人ロードレース

錦江町
鹿屋市
南大隅町
肝付町

大隅広域特設ロード・レース
コース

ラグビーフッ
トボール

７人制 女子 1 10 16 16 160 176 180 鹿児島市
鹿児島県立サッカー・ラグ
ビー場

※男子‥（成年少年共通）

監督 選手 合計

※女子‥（成年少年共通） 220 909 1129 1296

３ 選定スケジュール

H29.1月 第９回競技専門委員会にて審議

H29.1月 第９回総務専門委員会にて審議

H29.2月 第７回常任委員会にて審議・決定

H29.6月頃平成29年度第１回国民体育大会委員会にて審議・決定

国体における2020年オリンピック対策に伴う第75回国民体育大会
への導入競技（種目・種別）及び会場地市町村の選定(案)

　国民体育大会における2020年オリンピック対策・実行計画に伴う，第75回国民体育大会
における導入対象競技が，平成28年６月17日開催の平成28年度第１回国民体育大会委員会
において決定された。

　開催意向を取りまとめ，会場地市町村と県競技団体のヒアリングを行い調整した結果，
下記のとおりとなった。

競技 種目等 種別

参加人員
競技
得点

会場地
市町村

競技会場内訳 小計
合計

72 屋久島町
屋久島町一湊海水浴場特設
オープンウォータースイミン
グ会場

バレーボー
ル

ビーチバレーボール 282 216 大崎町
大崎町ビーチスポーツ専用
競技場

水泳
オープンウォータースイ
ミング

1 47 141

体操 トランポリン 1
18
～
35

54
～
71

48

自転車 女子 0 3 47 252

最大参加人数 得点
合計

鹿児島市 鹿児島アリーナ

0 141

72

141
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平成28年（2016年） 平成29年（2017年） 平成30年（2018年） 平成31年（2019年） 平成32年（2020年）

第71回 第72回 第73回 第74回 第75回

岩手県 愛媛県 福井県 茨城県 鹿児島県

４年前 ３年前 ２年前 １年前 開催年

平成26年（2014年）
12月

平成27年（2015年）
６月

平成28（2016年）
６月

平成26年（2014年）
12月

平成27年（2015年）
６月

平成27年（2015年）
８月

平成28（2016年）
６月

平成29（2017年）
６月

競技 種目等 種別

県立土浦第二高等学
校プール

鴨池公園水泳プール

土浦市 鹿児島市

釜石市根浜海岸特設
オープンウォータース
イミング会場

松山市北条長浜
海水浴場

食見海岸特設会場
潮来市特設オープン
ウォータースイミング

会場

屋久島町一湊海水浴
場特設オープンウォー
タースイミング会場

釜石市 松山市 若狭町 潮来市 屋久島町

水沢体育館 松前公園体育館 福井県産業会館
県立水戸桜ノ牧高等
学校　常北校体育館

阿久根総合運動公園
総合体育館

奥州市 松前町 福井市 城里町 阿久根市

五色姫海浜公園
若狭鯉川シーサイド
パーク特設会場

大洗サンビーチ特設
会場

大崎町ビーチスポーツ
専用競技場

伊予市 小浜市 大洗町 大崎町

江戸崎総合運動公園
体育館

鹿児島アリーナ

稲敷市 鹿児島市

宮古市民総合体育館 宇和島市総合体育館
おおい町総合運動公

園体育館
東町運動公園新体育

館
日置市吹上浜公園体

育館

宮古市 宇和島市 おおい町 水戸市 日置市

江刺中央体育館
新居浜市市民文化セ

ンター
小浜市民体育館 高萩市文化会館

薩摩川内市入来総合
運動場体育館

奥州市 新居浜市 小浜市 高萩市 薩摩川内市

紫波自転車競技場
松山中央公園多目的

競技場
福井競輪場 取手競輪場

鹿児島県根占自転車
競技場

紫波町 松山市 福井市 取手市 南大隅町

（トラック）500mタイムトライア
ル，ケイリン，スクラッチ，チー
ム・スプリント　３名　(47県)

つくば市特設
ロードレースコース

大隅広域特設
ロード・レースコース

つくば市
錦江町，鹿屋市，南大隅

町，肝付町

(ロード)個人ロード
レース　２名　(47県)

 (ロード)個人ロード
レース　３名　(47県)

釜石市球技場
久万高原町ラグビー

場

小浜市総合運動場陸
上競技場・多目的グラ

ウンド

水戸市立サッカー・ラ
グビー場，ケーズデン
キスタジアム水戸

鹿児島県立
サッカー・ラグビー場

釜石市 久万高原町 小浜市 水戸市 鹿児島市

1チーム10名　(12県) 1チーム10名　(16県)1チーム10名　(10県)

男女各1名　(47県)

フライ級1名　(16県)

男女1チーム2名　(16県) 男女1チーム2名　(47県)

男女各1名　(18県)

53㌔,63㌔以下級 各1名　(16県) 53㌔,58㌔,63㌔以下級　各1名　(16県)

53㌔級 各1名　(47県） 53㌔級，63㌔級　各1名 (47県）

（トラック）ケイリン，スクラッチ，チーム・スプリント ２名　(47県)

―

―

国体における2020年オリンピック対策に係る先催県における正式競技（種目・種別）導入状況

第１期 第２期

平成26年（2014年）
６月

導入競技選定

導入対象競技決定時期

大会

東京オリンピック

ボクシング

男子

女子

成年
女子

導入競技決定時期

各県の実施状況（予定）

水泳

水　球

オープン
ウォーター
スイミング

― ―

1チーム　11名　(12県)

―女子

女子

ウエイトリ
フティング

スナッチ
クリーン&
ジャーク

ラグビー
フットボー
ル

７人制

自転車 女子

トラック・
レース

ロード・レー
ス

バレーボー
ル

ビーチバ
レーボール

体　操
トランポリ
ン

レスリング
フリースタ
イル

――

男子

女子

男子

女子

女子

女子

― ― ―
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第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」 

競技会場の変更(案) 

１ 正式競技の競技会場変更について 

競技名 
会場地
市町村

競技会場名 
変更理由 

（旧） (新) 

ボート 鹿屋市
鹿屋市大隅湖
特設ボートコ
ース 

鹿屋市輝北ダ
ム特設ボート
コース 

・ 台風第16号に
よる被害のた
め，コース設定
及び大会運営
に必要な仮設
施設等の設置
が困難なため。

・ 鹿屋市及び競
技団体の鹿屋
市で実施した
い意向が強い
ため。 

ハンド 
ボール 

霧島市

霧島市牧園ア
リーナ 

霧島市立国分
中央高校体育
館 

・ 新体育館を競
技会場とし，現
体育館等をア
ップ場や選手
控室として使
用できるため。

・ 霧島市及び競
技団体の国分
中央高校で実
施したい意向
が強いため。 

銃剣道 
霧島市溝辺体
育館 

２ 選定スケジュール 
  H29.1 月  第９回競技専門委員会にて競技会場変更審議 

↓
  H29.2 月  第７回常任委員会にて競技会場変更審議・決定 

↓
  H29.6 月頃 平成 29 年度第１回国民体育大会委員会にて審議・決定 

H30年度供

用開始予定 

-8-

第３号議案



１　会場地市町村等選定の経緯

　　H28.5月24日　　　第４回市町村連絡会議で追加競技依頼
　　H28.5月25日～　 全43市町村に対して開催追加希望意向調査依頼
　　H28.10月12日　　開催希望調査書提出締切
　　H28.12月1日　　　開催希望申請書提出締切（市町村及び競技団体）

２　会場地市町村等選定状況
H29.2.14現在(50音順)

№ 競技名 会場地市町村 競技会場

1 ウォーキング 中種子町 西之表港～種子島中央体育館～宇宙センター

2 遠泳 阿久根市 阿久根大島

3 サーフィン 南種子町 竹崎海岸

4 サイクリング 南さつま市 南さつま市内全域

東串良町 唐仁古墳群周辺

与論町 与論町町内一円

6 少年サッカー 宇検村 宇検村野球場

7 少年相撲 瀬戸内町 瀬戸内町大湊緑地公園相撲場

8 ソフトバレーボール 西之表市 西之表市民体育館

9 ディスクゴルフ 南九州市 頴娃運動公園運動場

10 ドライビングコンテスト（ゴルフ） 南九州市 地域間交流施設（三豊ゴルフクラブ）

11 ビーチフラッグス 阿久根市 脇本海水浴場

12 ビリヤード 出水市 ビリヤード＆ダーツ・撞球亭

龍郷町 龍郷町中央グラウンド

徳之島町 徳之島町健康の森総合運動公園

14 ボート（フネィンカー競漕） 喜界町 喜界町湾港　（喜界町漁業協同組合前）

15 ママさんバレー 長島町 長島町総合町民体育館，長島町B&G体育館

16 マラソン 十島村 十島村各７島

17 ミニバレー 知名町 知名町民体育館

伊仙町 伊仙町総合体育館

和泊町 和泊中学校体育館

19 ラジオ体操 三島村 三島開発総合センター

20 ランニングバイク 大和村 奄美フォレストポリス

21 歴史探訪ウォーキング 志布志市 志布志市内一円

３　選定スケジュール
　　H29.1月　　第９回競技専門委員会にて追加競技審議

↓
　　H29.1月　　第９回総務専門委員会にて会場地市町村審議

↓
　　H29.2月　　第７回常任委員会にて追加競技審議・決定

↓
　　H29.5月頃　日本体育協会･文部科学省へ「実施申請書」提出 

↓
　　H29.6月頃　平成29年度第１回国民体育大会委員会にて審議・決定

18 ミニバレーボール

第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」
デモンストレーションスポーツの実施競技及び会場地市町村の選定(案)

5 史跡巡りウォーキング

13 ふれあいグラウンド・ゴルフ
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１　正式競技

競技名 種目 種別 会場地 競技会場 備考

－ 鹿児島市 鹿児島県立鴨池陸上競技場

全種別 鹿児島市 鹿児島県立鴨池陸上競技場

競泳 全種別 鹿児島市 鴨池公園水泳プール

飛込 全種別

少年男子

女子
2020年オリンピック
対策追加種目等

シンクロナイズドスイミング 少年女子

オープンウォータースイミング 男子　女子 屋久島町
屋久島町一湊海水浴場特設オープンウォータースイ
ミング会場

2020年オリンピック
対策追加種目等

志布志運動公園陸上競技場

しおかぜ公園多目的広場

国分運動公園陸上競技場

国分運動公園多目的広場

まきのはら運動公園多目的広場

加世田運動公園陸上競技場

加世田運動公園多目的広場

吹上浜海浜公園運動広場

鹿児島県立鴨池庭球場

東開庭球場

全種別 鹿屋市 鹿屋市輝北ダム特設ボートコース
台風被害により競技
会場変更

薩摩川内市樋脇屋外人工芝競技場

丸山自然公園人工芝コート

成年男子 阿久根市 阿久根総合運動公園総合体育館

少年男子

女子
2020年オリンピック
対策追加種目等

成年男子 いちき串木野市 いちき串木野市総合体育館

成年女子 鹿屋市 平和公園串良平和アリーナ

少年男子

少年女子

ビーチバレーボール 男子　女子 大崎町 大崎町ビーチスポーツ専用競技場
2020年オリンピック
対策追加種目等

競技 全種別 鹿児島市 鹿児島アリーナ

新体操 少年女子

トランポリン 男子　女子
2020年オリンピック
対策追加種目等

成年男子 姶良市総合運動公園体育館

成年女子 姶良市蒲生体育館（おおくすアリーナ）

少年男子 薩摩川内市 薩摩川内市総合運動公園総合体育館（サンアリーナせんだい）

少年女子 いちき串木野市 いちき串木野市総合体育館

成年男子 日置市 日置市吹上浜公園体育館

少年男子

女子
2020年オリンピック
対策追加種目等

全種別 鹿児島市 鹿児島市平川特設セーリング会場

成年男子 薩摩川内市 薩摩川内市入来総合運動場体育館

少年男子

女子
2020年オリンピック
対策追加種目等

霧島市国分体育館

霧島市隼人体育館

霧島市立国分中央高校体育館
牧園アリーナから競
技会場変更

霧島市溝辺体育館

霧島市横川体育館

セーリング

ウエイトリフティング

ハンドボール 全種別 霧島市

体操

バスケットボール

姶良市

レスリング

ボクシング

バレーボール
６人制

鹿児島市
鹿児島アリーナ
桜島総合体育館

ボート

ホッケー 全種別 薩摩川内市

サッカー

成年男子 志布志市

女子 霧島市

少年男子 南さつま市

テニス 全種別 鹿児島市

第75回国民体育大会　「燃ゆる感動かごしま国体」　実施競技について

総合開・閉会式

陸上競技

水泳 水球

-10-

参　考



競技名 種目 種別 会場地 競技会場 備考

成年男子 錦江町，鹿屋市 大隅広域特設ロード・レースコース

少年男子 南大隅町，肝付町

女子
2020年オリンピック
対策追加種目等

成年男子 南大隅町 鹿児島県根占自転車競技場

少年男子

女子
2020年オリンピック
対策追加種目等

全種別 鹿児島市 東開庭球場

全種別 鹿児島市 松元平野岡体育館

鹿児島県立鴨池野球場

鴨池公園野球場（鴨池市民球場）

日置市伊集院総合運動公園野球場

日置市東市来運動公園湯之元球場

薩摩川内市 薩摩川内市総合運動公園野球場

出水市 出水市総合運動公園野球場

全種別 奄美市 奄美体験交流館

全種別 霧島市 霧島市牧園特設馬術競技場

全種別 垂水市 垂水中央運動公園体育館

全種別 鹿児島市 鹿児島アリーナ

成年男子 諏訪運動公園陸上競技場

少年男子 知覧平和公園陸上競技場

少年女子 知覧平和公園多目的球場

成年女子 指宿市 開聞総合グラウンド

全種別 指宿市 指宿総合体育館

近的 出水市総合体育館特設近的会場

遠的 出水市陸上競技場特設遠的会場

50ｍ,10ｍ・ＡＰ 鹿児島県ライフル射撃場

ＢＲ・ＢＰ ハートピアかごしま

ＣＰ 成年男子 姶良市 鹿児島県警察学校

全種別 霧島市 霧島市牧園アリーナ

成年男子 鹿児島市 鹿児島県立サッカー･ラグビー場

女子
2020年オリンピック
対策追加種目等

北薩広域公園かぐや姫グラウンド

北薩広域公園運動広場

リード

ボルダリング

カヌースプリント 全種別 伊佐市 伊佐市菱刈カヌー競技場

カヌースラローム

カヌーワイルドウォーター

全種別 鹿児島市 鹿児島ふれあいスポーツランド運動広場

全種別 薩摩川内市 薩摩川内市総合運動公園総合体育館（サンアリーナせんだい）

全種別 霧島市 霧島市立国分中央高校体育館
溝辺体育館から
競技会場変更

全種別 枕崎市 枕崎市立総合体育館

全種別 鹿児島市 サンライトゾーン

成年男子 霧島ゴルフクラブ

少年男子 溝辺カントリークラブ

女子 姶良市 鹿児島高牧カントリークラブ

全種別 天城町 天城町特設トライアスロン会場

１７市８町 ６９会場

霧島市

トライアスロン

３７競技

ゴルフ

アーチェリー

空手道

銃剣道

なぎなた

ボウリング

※山岳からスポーツ
クライミングへ名称
変更予定

カヌー
全種別 湧水町 湧水町轟の瀬特設カヌー競技場

剣道

ラグビーフットボール

少年男子 さつま町

南さつま市加世田特設山岳会場山岳 全種別 南さつま市

バドミントン

弓道 全種別 出水市

ライフル射撃
全種別 鹿児島市

南九州市

ソフトテニス

卓球

軟式野球 成年男子

鹿児島市

日置市

相撲

馬術

フェンシング

柔道

ソフトボール

自転車

ロード・レース

トラック・レース
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２　公開競技

競技名 種目 種別 会場地 競技会場 備考

綱引 － 垂水市 垂水中央運動公園体育館

武術太極拳 － 曽於市 曽於市末吉総合体育館

パワーリフティング － 知名町 おきえらぶ文化センターあしびの郷・ちな

ゲートボール － 指宿市 指宿市営陸上競技場

グラウンド・ゴルフ － 霧島市 霧島市丸岡公園緑地公園

４市１町 ５会場

３　特別競技

競技名 種目 種別 会場地 競技会場 備考

鹿児島県立鴨池野球場

鴨池公園野球場（鴨池市民球場）

軟式 － 出水市 出水市総合運動公園野球場

２市 ３会場１競技

５競技

高等学校野球
硬式 － 鹿児島市
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４　デモンストレーションスポーツ

会場地 競技会場 備考

ウォーキング 中種子町 西之表港～種子島中央体育館～宇宙センター 追加競技等

エアロビック 出水市 出水市総合体育館

遠泳 阿久根市 阿久根大島 追加競技等

お手玉 鹿児島市 ハートピアかごしま体育館

サーフィン 南種子町 竹崎海岸 追加競技等

サイクリング 南さつま市 南さつま市内全域 追加競技等

３Ｂ体操 いちき串木野市 いちき串木野市総合体育館

史跡巡りウォーキング 東串良町 唐仁古墳群周辺 追加競技等

史跡巡りウォーキング 与論町 与論町町内一円 追加競技等

ジャズ体操 霧島市 国分海浜公園体育館

少年サッカー 宇検村 宇検村野球場 追加競技等

少年相撲 瀬戸内町 瀬戸内町大湊緑地公園相撲場 追加競技等

少林寺拳法 いちき串木野市 いちき串木野市総合体育館

スポーツチャンバラ 垂水市 垂水中央運動公園体育館

スポーツ吹矢 鹿屋市 鹿屋市体育館

ソフトバレーボール 西之表市 西之表市民体育館 追加競技等

ソフトバレーボール 日置市 日置市吹上浜公園体育館

ターゲット・バードゴルフ 出水市 クレインパークいずみ西側広場

ダンススポーツ 姶良市 姶良市総合運動公園体育館

ディスクゴルフ 南九州市 頴娃運動公園 追加競技等

ドッジボール 大崎町 大崎町総合体育館

ドライビングコンテスト（ゴルフ） 南九州市 地域交流施設（三豊ゴルフクラブ） 追加競技等

パークゴルフ 霧島市 霧島市まきのはら運動公園内　　福山パークゴルフ場

バウンドテニス 薩摩川内市 薩摩川内市総合運動公園総合体育館（サンアリーナせんだい）

ビーチフラッグス 阿久根市 脇本海水浴場 追加競技等

ビリヤード 出水市 ビリヤード＆ダーツ・撞球亭 追加競技等

フライングディスク 鹿児島市 県立吉野公園内　ディスクゴルフコース，運動芝生広場

ふれあいグラウンド・ゴルフ 龍郷町 龍郷町中央グラウンド 追加競技等

ふれあいグラウンド・ゴルフ 徳之島町 徳之島健康の森総合運動公園 追加競技等

ペタンク 姶良市 姶良市姶良公民館広場

ボート（フネィンカー競漕） 喜界町 喜界町湾港（喜界町漁業協同組合前） 追加競技等

真向法体操 錦江町 錦江町中央公民館

ママさんバレー 長島町 長島町総合町民体育館，長島町Ｂ＆Ｇ体育館 追加競技等

マラソン 十島村 十島村各７島 追加競技等

ミニバレー 知名町 知名町民体育館 追加競技等

ミニバレーボール 伊仙町 伊仙町総合体育館 追加競技等

ミニバレーボール 和泊町 和泊中学校体育館 追加競技等

ラジオ体操 三島村 三島開発総合センター 追加競技等

ランニングバイク 大和村 奄美フォレストポリス 追加競技等

歴史探訪ウォーキング 志布志市 志布志市内一円 追加競技等

１４市１４町４村 ３９会場

TOTAL

１９市２０町４村
（全市町村）

１０５会場

競技名等

３６競技

７９競技
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霧島市 (９競技)
出水市 (６競技) さつま町 (１競技)

印なし…正式競技　○…特別競技
◇…公開競技　◆…デモスポ

伊佐市 (１競技)

薩摩川内市 (６競技) 長島町 （１競技）
湧水町 (１競技)

阿久根市 (３競技)

姶良市 (５競技)

いちき串木野市 (４競技)

曽於市 (１競技)

垂水市 (３競技)

鹿児島市 (17競技)

日置市 (３競技) 志布志市 (２競技)

大崎町 (２競技)

南さつま市 (３競技)

東串良町 (１競技)

肝付町 (１競技)
枕崎市 (１競技)

指宿市 (３競技)
錦江町 (２競技)

南九州市 (３競技) 鹿屋市 (４競技)

南大隅町 (１競技)
三島村 （１競技）

大和村 （１競技） 龍郷町 （1競技）

宇検村 （1競技） 西之表市 （１競技）

瀬戸内町 （1競技） 中種子町 （１競技）
喜界町 （１競技）

徳之島町 （1競技） 南種子町 （１競技）
奄美市 (１競技)

天城町 (１競技) 屋久島町 （１競技）
和泊町 (１競技)

伊仙町 (１競技)
知名町 (２競技) 十島村 （１競技）

与論町 (１競技)

2020オリンピック対策競技 ○高等学校野球（軟式） 剣道
デモスポ追加競技 ◆エアロビック 銃剣道

　　第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」
　　実施競技（会場地ＭＡＰ）

サッカー（女子）
軟式野球 ラグビーフットボール ハンドボール
弓道 （少年男子） 馬術

◆ターゲットバードゴルフ カヌー（スプリント） ゴルフ
◆ビリヤード （成年男子，少年男子）

ホッケー ◆ママさんバレー ◇グラウンド・ゴルフ

ウエイトリフティング ボクシング
（女子） （女子）

軟式野球 ◆遠泳

バスケットボール カヌー（スラローム， ◆ジャズ体操
（少年男子） ワイルドウォータ-） ◆パークゴルフ

ゴルフ（女子）
◆ダンススポーツ

バレーボール ◆ペタンク
（成年男子）

バスケットボール

バスケットボール
空手道 ◆ビーチフラッグス （成年男子，成年女子）

◆バウンドテニス ライフル射撃（ＣＰ）

総合開会式・閉会式 ◆スポーツチャンバラ
陸上競技
水泳
水球（女子） レスリング サッカー（成年男子）

（少年女子） ◇武術太極拳
◆３Ｂ体操
◆少林寺拳法

フェンシング
◇綱引

バレーボール
新体操 ビーチバレーボール
トランポリン ◆ドッジボール

テニス （成年男子，少年男子） ◆歴史探訪ウォーキング

バレーボール （女子）

（少年男子，少年女子） 軟式野球

セーリング サッカー（少年男子）
ソフトテニス 山岳
卓球 ◆サイクリング

体操
競技 ◆ソフトバレーボール

ラグビーフットボール ソフトボール
（成年男子） （女子） （成年女子）

自転車

◆史跡巡りウォーキング

軟式野球
柔道
ライフル射撃

自転車
ロード・レース

（ＣＰ以外） なぎなた （女子）

ボウリング （成年男子，少年男子， ◇ゲートボール ◆真向法体操 バレーボール
○高等学校野球（硬式） 少年女子） （成年女子）

ロード・レース
アーチェリー ソフトボール バドミントン （女子） ボート

◆お手玉 ◆ディスクゴルフ
自転車

ロード・レース
◆フライングディスク ◆ドライビングコンテスト（ゴルフ）

自転車

ロード・レース （女子）

（女子）

◆少年サッカー ◆ソフトバレーボール

◆少年相撲 ◆ウォーキング
◆ボート（フネィカー競漕）

◆ふれあいグラウンド・ゴルフ ◆サーフィン

◆ラジオ体操 ◆スポーツ吹矢
トラック・レース

◆ランニングバイク ◆ふれあいグラウンド・ゴルフ （女子）

◇パワーリフティング ◆マラソン
◆ミニバレー

◆史跡巡りウォーキング

相撲

トライアスロン 水泳
◆ミニバレーボール オープンウォータースイミング

◆ミニバレーボール

伊佐市

薩摩川内市

日置市

南さつま市

南九州市

中種子町

南種子町
屋久島町龍郷町

喜界町

宇検村

瀬戸内町

徳之島町

伊仙町

和泊町

与論町

十島村

錦江町

南大隅町

霧島市

湧水町

知名町

垂水市

肝付町

鹿屋市

志布志市

曽於市鹿児島市

天城町

出水市

姶良市

参考資料

H29.2.14

大和村

指宿市

枕崎市

さつま町

三島村

いちき串木野市

西之表市

奄美市

長島町

阿久根市

大崎町

東串良町

-14-



第 75 回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」

警備・消防防災基本方針（案）

第７５回国民体育大会（以下「大会」という。）における警備・消防防災対策

については，警察，消防防災，医療等の関係機関及び団体等との緊密な連携の

もとに，警備・消防防災体制の確立を図り，安全かつ円滑な大会運営が行われ

るよう万全を期するものとする。

１ 警備対策

 開・閉会式会場，競技会場，練習会場，宿泊施設及び沿道等における事件・

事故等の防止を重点とした適切な警備措置を講じる。

 また，大会期間中には，関係機関及び団体等の協力を得て，防犯対策を推

進し，犯罪の防止に努める。

２ 消防防災対策

 開・閉会式会場，競技会場，練習会場，宿泊施設及び沿道等の火災その他

の災害予防並びに災害発生時における情報伝達，避難誘導，被害の拡大防止，

救急・救助及び救急医療等に関する諸対策を講じる。

 また，大会期間中の火災その他災害の未然防止及び発生時の被害軽減を図

るため，関係機関，団体等の協力を得て，防火・防災意識の高揚を図る。

３ 大規模災害・突発重大事案対策

鹿児島県地域防災計画及び各会場地市町村地域防災計画を踏まえ，開・閉

会式会場，競技会場，練習会場等での大規模災害及び突発重大事案発生時に

おける情報収集・伝達，避難誘導，被害の拡大防止，救急・救助，救急医療

等に関する諸対策を講じる。

４ 関係機関等との連絡調整

県及び会場地市町村は，関係機関及び団体等との緊密な連携を保つととも

に，情報連絡体制を確立し，警備・消防防災対策の円滑な推進を図る。
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第 75 回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」

警備・消防防災基本計画（案）

第 75 回国民体育大会警備・消防防災基本方針に基づき，第 75 回国民体育大

会鹿児島県準備（実行）委員会（以下｢県委員会｣という。）及び会場地市町村準

備（実行）委員会（以下｢会場地委員会｣という。）は，警察，消防防災，医療等

の関係機関及び団体等（以下，｢関係機関及び団体等｣という。）と相互に密接な

連携を図り，次に掲げる業務を実施する。

１ 実施業務

(1) 自主警備業務

ア 自主警備体制の確立に関すること。

イ 雑踏事故，事件等の防止に関すること。

ウ 交通整理誘導に関すること。

エ 関係機関及び団体等との密接な連携に関すること。

(2) 消防防災業務

ア 火災その他災害の予防に関すること。

イ 火災その他災害発生時の情報収集・伝達，避難誘導及び消防防災体制

（救急・救助体制を含む）の確立に関すること。

ウ 関係機関及び団体等との密接な連携に関すること。

(3) 大規模災害・突発重大事案対策業務

ア 発生に備えた連絡調整体制及び臨時組織体制の整備確立に関すること。

イ 発生時の情報収集・伝達，避難誘導及び救急・救助体制の確立に関す

ること。

ウ 発生時の関係機関及び団体等との密接な連携に関すること。

２ 実施場所

(1) 県委員会

開・閉会式会場及び主催する第 75 回国民体育大会（以下｢大会｣という。）

関連イベント会場並びにその周辺

(2) 会場地委員会

競技会場，練習会場，宿泊施設及び主催する大会関連イベント会場並び

にその周辺
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３ 県委員会業務内容

(1) 大会開催前

別記１｢大会準備期間中における実施細目｣のとおり

(2) 大会開催中

別記２｢大会開催期間中における実施細目｣のとおり

４ その他

(1) 会場地市町村警備・消防防災業務推進指針の策定

県委員会は，会場地における警備・消防防災業務を推進するために，会

場地市町村警備・消防防災業務推進指針を策定し，警備・消防防災業務の

円滑な準備，運営を期する。

(2) 事件・事故防止対策及び防火防災対策の推進

県委員会及び会場地委員会は，事件・事故防止対策及び防火防災対策推

進のため，警察・消防機関等へ諸対策の推進を依頼する。

(3) その他

この計画に定めるもののほか，必要な事項については，別に定める。
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別記１

「大会準備期間中における実施細目」

１ 業務内容

(1) 自主警備業務

ア 会場管理運営要綱（仮称）の作成

イ 自主警備実施計画の作成

ウ 会場地市町村自主警備実施計画の作成指導

エ 自主警備体制の整備確立

オ 実地踏査の実施

カ 通信体制の整備確立

キ 施設，構造物の安全対策の推進

ク 警備員等の人員確保と事前教育・訓練の実施

ケ 関係機関及び団体等との連絡協力体制の確立

(2) 消防防災業務

ア 消防防災実施計画の作成

イ 会場地市町村消防防災実施計画の作成指導

ウ 消防防災体制（救急・救助含む）の整備確立

エ 実地踏査の実施

オ 通信体制の整備確立

カ 消防機関と連携した消防防災設備の点検整備及び防火安全対策の推進

キ 防火防災意識の啓発活動の推進

ク 関係機関及び団体等との連絡協力体制の確立

(3) 大規模災害・突発重大事案対策業務

ア 大規模災害・突発重大事案対策実施計画の作成

イ 会場地市町村大規模災害・突発重大事案対策実施計画の作成指導

ウ 発生に備えた情報収集・連絡体制の整備確立

エ 発生に備えた通信体制の整備確立

オ 発生に備えた大会参加者（選手・監督，一般観覧者等（以下，｢大会参

加者｣という。）の安全確保及び避難誘導体制の整備確立

カ 発生に備えた救急・救助体制及び医療機関等の協力による救急搬送体

制の整備確立

キ 発生した場合の各種対策の周知
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別記２

「大会開催期間中における実施細目」

１ 実施体制

(1) 県実施本部（仮称）に県警備消防防災本部（仮称）を置く。

(2) 県警備消防防災本部（仮称）は開・閉会式会場に現地警備消防防災本部

（仮称）を置く。

(3) 県実施本部（仮称）は，大規模災害・突発重大事案が発生又は発生の恐

れがある場合，関係機関及び団体等と密接な連携を図りながら迅速的確な

初動措置を執るとともに，事案の態様，規模等を勘案し，必要に応じて地

域防災計画に基づき，その体制に移行又は連携協力する。

２ 業務内容

(1) 自主警備業務

ア 会場管理運営要綱（仮称）及び施設管理規程に基づく会場管理

イ 自主警備実施計画に基づく自主警備の実施

ウ 通信手段の確保，運用

エ 大会参加者の案内及び誘導

オ 関係車両の案内，誘導，交通整理及び駐車場利用状況の把握

カ 入退場者管理（手荷物検査，持ち込み禁止物一時預かり等）

キ 雑踏警備の実施

ク 不審者，不審物の発見と適切な対応

ケ 会場施設への不法侵入予防，施錠確認等の管理

コ 犯罪行為等，円滑な大会運営を妨害しようとする者への対応

サ 迷子，遺失物等への対応

シ 関係機関及び団体等との密接な連携

(2) 消防防災業務

ア 火災の警戒及び初期消火活動

イ 火災その他災害情報の収集，伝達及び通報

ウ 会場定員管理

エ 会場等における消防用設備等の点検

オ 消防ポンプ自動車，救急自動車の配備依頼及び通信施設，その他消防

防災業務に必要な機械器具等の配備

カ 通信体制の確保，運用

キ 救急・救助及び医療機関等の協力による救急搬送の実施

ク 災害発生時における避難経路の確保及び避難誘導

ケ 会場地の消防防災活動状況の把握
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コ 関係機関及び団体等との密接な連携及び情報交換

(3) 大規模災害・突発重大事案対策業務

ア 発生時における事案の概要，被害状況の把握及び交通情報の収集

イ 発生時における大会参加者の安全確保及び避難誘導

ウ 発生時における緊急車両の誘導及び通行路の確保

エ 発生時における救急・救助及び医療機関等の協力による救急搬送の実

施

オ 発生時における通信手段の確保，運用

カ 発生時における関係機関との密接な連携

キ 発生時における県及び市町村災害対策本部との連携（各対策本部が設

置された場合）
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余 白
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議 事

(2) 報告事項
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第４回式典専門委員会

平成2 9年２月１日決定

第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」競技会表彰式基準要領

第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」の各競技会の表彰式については，「国民

体育大会開催基準要項」及び「同細則」に基づき，会場地市町村実行委員会又は会場地市

町村（以下「会場地市町村実行委員会等」という。）が競技団体と協議の上，次のとおり実

施する。

１ 内容

各競技会の表彰式は，概ね次のとおりとする。

(1) 開式通告

(2) 成績発表

(3) 表彰状授与

(4) 大会会長トロフィー授与

(5) 競技会会長閉会のあいさつ

(6) 会場地代表歓送のことば

(7) 国旗降納

(8) 大会旗，実施競技団体旗，会場地市町村旗降納

(9) 競技会終了宣言

(10) 閉式通告

２ 実施上の留意事項

(1) 表彰式の実施に当たっては，種目・種別ごとの表彰も含め，簡素化に努めるものと

する。

(2) 表彰式の内容及び所要時間は，選手のコンディションに配慮したものとする。

(3) １競技が，複数会場地市町村にわたる場合は，当該市町村実行委員会等と競技団体

が十分協議の上実施する。

(4) 大会会長トロフィーは，表彰式において授与するまでの間，会場地市町村実行委員

会等が責任を持って保管する。

(5) 特別競技及びデモンストレーションスポーツに係る表彰式の内容については，上記

１に準じる。ただし，大会会長トロフィー授与は除く。

(6) 公開競技に係る表彰式については，中央競技団体が内容等を決定する。

３ その他

この取扱いに定めるもののほか，表彰式の実施に必要な事項については，会場地市町

村実行委員会等が，競技団体及び関係機関と協議の上，別に定める。
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第３回輸送・交通専門委員会

平成 29 年１月 16 日決定 

第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」 

会場地市町村輸送・交通業務推進指針 

  この指針は，第75回国民体育大会（以下「大会」という。）「燃ゆる感動かごしま国体」

輸送・交通基本計画に基づき，会場地市町村準備（実行）委員会（以下「会場地委員会」

という。）における輸送・交通業務推進のための指針を示し，その円滑な準備及び運営を

図ることを目的とする。 

１ 輸送・交通業務の一般的事項 

 (1)  輸送対象者 

輸送の対象者は次のとおりとする。 

  ア 大会参加者 

   (ｱ) 選手・監督 

 (ｲ) 都道府県選手団本部役員 

 (ｳ) 大会役員 

 (ｴ) 競技会役員 

 (ｵ) 競技役員 

 (ｶ) 招待者 

 (ｷ) 報道関係者 

 (ｸ) 視察員 

 (ｹ) 式典出演者 

(ｺ) 大会実施本部係員，大会補助員，大会協力者等 

 (ｻ) 競技会係員，競技会補助員，競技補助員，競技会協力者等 

 (ｼ) 上記のほか，会場地委員会が必要と認めた者 

イ 一般観覧者 

 (2) 実施期間 

輸送・交通業務を行う期間は，原則として総合開会式3日前から総合閉会式終了1日 

後までの間とする。 

ただし，競技の特殊事情から必要と認められる場合は，会場地委員会が別に期間を 

定める。 

 (3) 業務の範囲 

ア 輸送・交通業務の範囲は，競技会場，練習会場，指定集合地，指定下車駅（港等 

を含む），宿舎，その他大会諸行事に直接関係する会場等の相互間の輸送とする。 

イ 輸送対象者，車両，発着場所及び発着時刻等を定め，輸送計画等に基づき行う輸 

送（以下「計画輸送」という。）は，原則として近距離（概ね２ｋｍ未満をいう。） 

は行わない。 

ただし，地域の交通事情等を勘案し，第75回国民体育大会鹿児島県準備（実行） 

委員会（以下「県委員会」という。）と会場地委員会が協議の上，必要と認められる 

場合は，この限りではない。 
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２ 円滑な輸送の確保 

 (1) 借上バス等の確保 

会場地委員会は，計画輸送のためにバス，タクシー等の車両の借上げが必要と認め 

られる場合には，必要に応じて県委員会と協議の上，関係機関及び関係団体等の協力

を得て，確保する。 

 (2) 鉄道，船舶及び路線バス等の確保 

会場地委員会は，鉄道，船舶及び路線バス等の輸送力増強が必要と認められる場合 

には，必要に応じて県委員会と協議の上，関係機関及び関係団体等に対して協力を要 

請し，円滑な輸送に努める。 

 (3) 予備車の確保 

   会場地委員会は，大会期間中，予備車を準備して，緊急時に備える。 

３ 輸送サービスの推進 

 (1) 輸送・交通担当係員の講習 

会場地委員会は，円滑な輸送を推進するため，必要に応じて会場地市町村の輸送・ 

交通担当係員に対し，業務内容の徹底やサービス向上等のための講習会等を実施する。 

 (2) 輸送関係機関等の講習 

会場地委員会は，円滑な輸送を推進するため，関係機関及び関係団体等に対して， 

業務内容の徹底やサービス向上等のための講習会等の実施を求めることができる。

４ 県外参加者等輸送との連携 

 (1) 指定下車駅等からの輸送 

全国から来県する選手・監督及び役員等の輸送のうち，指定下車駅等と宿舎間につ 

いては，輸送距離及び道路交通事情を勘案し，必要に応じて会場地委員会が行う。 

 (2) 輸送案内 

会場地委員会は，指定下車駅等に案内所を設置し，宿舎及び競技会場等への輸送案 

内を行う。 

５ 総合開・閉会式輸送との連携 

  会場地委員会は，総合開・閉会式に参加する選手・監督及び役員等について，総合開・

閉会式輸送の起点・終点として県委員会が設定した指定集合地と宿舎間の誘導を行い，

指定集合地において県委員会に引継ぎを行う。 

６ 競技会場地輸送 

 (1) 会場地輸送計画の策定及び輸送 

会場地委員会は，競技会実施に伴う宿舎，競技会場，練習会場間の輸送について， 

関係機関及び関係団体等の協力を得て，輸送計画を策定し，輸送を実施する。 

なお，同一競技が２市町村以上の会場地で行われる場合は，関係会場地委員会が協 

議の上，輸送計画を策定し，輸送を実施する。 
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 (2) 指定集合地の設定 

会場地委員会は，選手・監督及び役員等の競技会における計画輸送を円滑に行うた 

め，必要に応じて関係機関及び関係団体等の協力を得て，指定集合地を設定する。 

 (3) 計画輸送経路の設定 

会場地委員会は，輸送距離，所要時間及び道路交通事情等を勘案し，関係機関及び 

関係団体等と協議の上，計画輸送経路を設定する。 

 (4) 一般観覧者の輸送 

会場地委員会は，一般観覧者の安全で円滑かつ効率的な輸送を行うため，関係機関 

及び関係団体等の協力を得て，必要な措置を講じるとともに，環境及び利便性に配慮 

した運営に努める。 

７ 駐車場の確保 

会場地委員会は，道路交通事情及び大会参加者等の車両台数を勘案し，競技会場及び 

練習会場等周辺の駐車場確保に努め，その効率的な利用を図る。 

なお，駐車場の場所については，事前の十分な周知を行うとともに誘導員，誘導看板 

による案内を行う等必要な措置を講じる。 

８ 交通安全対策 

会場地委員会は，競技会場及び練習会場等の周辺における交通安全の確保と交通混雑 

の緩和を図るため，関係機関及び関係団体等の協力を得て，歩行者及び車両の安全誘導 

や交通規制等の必要な措置を講じる。 

なお，交通安全対策の実施に当たっては，地域住民等へのマイカー自粛などの協力を 

要請するとともに，交通案内標識及び案内板等各種広報媒体を積極的に活用し，円滑な 

通行を確保する。 
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第３回宿泊・衛生専門委員会

平 成 2 9 年 １ 月 1 6 日 決 定

第７５回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」

防疫対策要項

１ 趣旨

この要項は，第75回国民体育大会（以下「大会」という。）医事・衛生基本計画に基

づき，大会における防疫対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

２ 実施項目

防疫対策は，次の事項を実施するものとする。

防疫に関する知識の普及及び意識の向上

保健所は，第75回国民体育大会鹿児島県準備（実行）委員会（以下「県委員会」と

いう。），会場地市町村準備（実行）委員会（以下「会場地委員会」という。），関係

市町村及び関係団体の協力を得て，大会参加者等の感染症発生予防のため，防疫に関

する正しい知識の普及及び意識の向上を図る。

健康診断の実施

保健所は，消化器系感染症の発生予防のため，会場地委員会，関係市町村及び関係

団体の協力を得て，宿泊施設及び食品関係施設等の管理者に対し保菌検査（検便）等

を実施するよう指導し，病原体保有者の有無を確認する。

なお，保菌検査（検便）等の対象者及び実施時期は次に掲げるとおりとする。

ア 対象者

(ｱ) 大会参加者が宿泊する施設（民泊及び転用施設を含む。）の食品取扱従事者

(ｲ) 大会参加者に昼食（弁当を含む。）を提供する施設の従事者

(ｳ) 大会関係地域に給水する水道施設の従事者

(ｴ) その他，保健所長が特に必要と認めた者

イ 実施時期及び回数

対象者に対して，大会前に１回実施する。ただし，保健所長が特に必要と認めた

場合は，再検査を指導する。

ウ 病原体保有者に対する指導

検査の結果，病原体保有者と認められた者については，感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）等に基づき必要な

措置を講じる。

感染症患者の発生時の措置

保健所長は，大会参加者等に感染症患者（疑似症患者，無症状病原体保有者を含む。）

が発生したときには，感染症のまん延防止のため，感染症法に基づき必要な措置を講

じ，県委員会，県，会場地委員会及び関係市町村は，連携して大会への影響を防ぐよ

うに努める。

また，そのために関係機関が迅速に対応できるよう，緊急時の連絡体制を整備する。

３ その他

 この要項に定めるもののほか，防疫対策の実施に関して必要な事項は，別に定める。

新型インフルエンザ等への対策については，県及び市町村が別に定める行動計画及

びマニュアル等による。
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第３回宿泊・衛生専門委員会

平 成 2 9 年 １ 月 1 6 日 決 定

第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」

食品衛生対策要項

１ 趣旨

この要項は，第75回国民体育大会（以下「大会」という。）医事・衛生基本計画に

基づき，大会における食品衛生対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

２ 実施項目

食品衛生対策は，次の事項を実施するものとする。

食品衛生に関する知識の普及及び意識の向上

保健所は，第75回国民体育大会鹿児島県準備（実行）委員会（以下「県委員会」

という。），会場地市町村準備（実行）委員会（以下「会場地委員会」という。），

関係市町村及び関係団体の協力を得て，食品に起因する衛生上の危害を防止するた

め，宿泊施設及び食品取扱施設の営業者等に対し，食品衛生に関する正しい知識の

普及及び意識の向上を図るとともに，自主的な衛生管理の向上を促す。

監視・指導の実施

ア 営業宿泊施設及び弁当調製施設等への対策

保健所は，食品関係営業施設等に対する監視・指導及び検査を強化し，施設の

衛生確保及び食品の衛生的取扱いの向上を図るとともに，必要に応じて食品の収

去検査等を実施する。

特に，宿泊施設，弁当調理施設，土産食品の製造・販売施設，総合開・閉会式

会場及び競技・練習会場等の食品販売店に対しては，重点的に監視・指導を行う。

イ 民泊及び転用施設への対策

会場地委員会及び関係市町村は，保健所の協力を得て，民泊及び転用施設の調

理担当者を対象に，調理施設の衛生管理，食品の衛生的な取扱いについての指導

を行う。

自主的な衛生管理活動の推進

保健所は，関係団体の協力を得て，食品関係営業施設等に対し，食品衛生指導員

等による巡回指導を通じ，自主的な衛生管理活動の推進を図る。

食中毒患者の措置等

保健所長は，大会参加者等に食中毒患者が発生したときには，食品衛生法に基づ

く必要な措置を講じ，県委員会，県，会場地委員会及び関係市町村は，連携して大

会への影響を防ぐように努める。

緊急連絡体制の整備

県委員会及び会場地委員会は，大会参加者等に食中毒患者が発生した場合に備え，

関係機関が迅速に対応できるよう，緊急時の連絡体制を整備する。

３ その他

この要項に定めるもののほか，食品衛生対策の実施に関して必要な事項は，別に定

める。
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第３回宿泊・衛生専門委員会

平 成 2 9 年 １ 月 1 6 日 決 定

第７５回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」

環境衛生対策要項

１ 趣旨

この要項は，第75回国民体育大会（以下「大会」という。）医事・衛生基本計画に

基づき，大会における環境衛生対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

２ 実施項目

環境衛生対策は，次の事項を実施するものとする。

会場及び生活環境の美化

第75回国民体育大会鹿児島県準備（実行）委員会（以下「県委員会」という。）

及び会場地市町村準備（実行）委員会（以下「会場地委員会」という。）は，県，

関係市町村，民間団体及び地域住民の協力を得て，会場及び生活環境の美化を図る。

ア 総合開・閉会式会場，競技・練習会場（以下「会場」という。），住居周辺及

び河川，道路，公園，公衆便所等公共の場所及び観光地の清掃を実施し，環境美

化に努める。

イ 不法投棄や空き缶，ペットボトル，たばこの吸い殻等ごみのポイ捨て防止の徹

底及びマナーの向上を図る。

廃棄物の発生抑制及びリサイクルの推進

県委員会及び会場地委員会等は，会場等におけるリユース可能な資機材の活用な

ど，廃棄物の発生抑制に努めるとともに，会場地の処理体制に応じた分別収集を徹

底し，廃棄物の適正な処理とリサイクルを推進する。

宿泊施設の衛生対策

保健所，会場地委員会及び関係市町村は，宿舎の管理者に対し，宿泊者が快適な

条件のもとに過ごせるよう宿舎及びその周辺の衛生的環境の保持に努めるよう指導

する。

飲料水の衛生管理

保健所及び関係市町村は相互に協力のもと，水道事業者，専用水道及び簡易専用

水道設置者，飲用井戸等設置者等に対し，維持管理の指導を強化し，飲料水の衛生

保持に努めるよう指導する。

衛生害虫等の駆除

各市町村は，保健所等の協力を得て，ねずみ・衛生害虫等の発生防止及び駆除を

行い，環境の浄化を図る。

動物の適正管理

保健所は，市町村等の協力を得て，飼い犬の適正管理指導と野犬等の捕獲に努め，

犬による危害発生の防止を図る。

また，各市町村は，関係団体の協力を得て，犬の登録及び狂犬病予防注射の実施

を徹底する。
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受動喫煙防止対策

ア 指定場所以外での喫煙防止対策

県委員会及び会場地委員会は，総合開・閉会式会場，競技会場及び練習会場に

必要に応じて喫煙所を設置するとともに，指定喫煙所以外での喫煙防止対策に努

める。

イ 受動喫煙防止に対する意識の向上

保健所等は，市町村等の協力を得て，受動喫煙による健康への悪影響等につい

て普及啓発を行い，受動喫煙防止に関する意識の向上を図る。

３ その他

この要項に定めるもののほか，環境衛生対策の実施に関して必要な事項は，別に定

める。
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第３回宿泊・衛生専門委員会

平成 2 9 年 １ 月 1 6 日 決 定

第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」

宿泊施設充足対策要項

１ 趣旨

この要項は，第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」（以下「大会」とい

う。）宿泊基本計画に基づき，会場地市町村内のホテル，旅館等（旅館業法の許可を

受けて営業を行うホテル，旅館及び簡易宿所等をいう。以下同じ。）のみでは，大会

に参加する選手・監督，役員，視察員，報道員及びその他の関係者（以下「大会参加

者」という。）の収容が困難な場合における充足対策及びその実施に関する基本的事

項を定める。

２ 充足対策

会場地市町村準備（実行）委員会（以下「会場地委員会」という。）は，第75回国

民体育大会鹿児島県準備（実行）委員会（以下「県委員会」という。）及び関係機関

・団体と相互に連絡・調整を図るとともに，各地域の実情を十分に考慮したうえで，

以下の方法により宿舎を確保するものとする。

 ホテル，旅館等の客室提供の促進

広域配宿の実施

公共施設等の転用

民泊の実施

３ 配宿上の留意事項

会場地委員会は，次の事項に留意して配宿を行う。

施設等の選定に当たっては，競技会場及び練習会場への距離や交通事情を考慮し，

競技運営に支障がないよう十分に配慮する。

防疫対策，食品衛生対策，環境衛生対策及び安全対策に努める。

４ ホテル，旅館等の客室提供の促進

会場地委員会は，当該会場地内のホテル，旅館等を最大限に確保するため，鹿児島

県ホテル旅館生活衛生同業組合等の関係団体や個々のホテル，旅館等に対し，引き続

き客室提供の促進について協力を依頼する。

また，県委員会及び会場地委員会は，学校及び関係団体等に対し，宿泊を伴うイベ

ント等の開催時期について配慮を依頼する。

５ 広域配宿の実施

会場地委員会は，当該会場地市町村内のホテル，旅館等のみでは大会参加者の宿泊

施設が不足し，近隣市町村のホテル，旅館等を宿舎として利用する場合は，以下によ

り広域配宿を実施する。
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関係機関との協議

広域配宿を希望する会場地委員会は，受入れ市町村及び県委員会と協議するもの

とする。

また，県委員会は，広域配宿を希望する会場地委員会と受入れ市町村間の調整

を行い，広域配宿の円滑な実施を図る。

業務分担及び経費負担

広域配宿の実施に伴う大会参加者の輸送業務等は，広域配宿を実施する会場地委

員会が行い，これに要する経費も負担する。

６ 公共施設等の転用

会場地委員会は宿泊可能な公共施設等（以下「転用施設」という。）を利用する場

合は，以下により公共施設等の転用を実施する。

転用施設の選定基準

会場地委員会は，次の各号に掲げる要件を備えた施設を転用施設として選定する。

ア 水道設備が完備されていること。ただし，水道設備がない場合は，水質検査等

によって安全な飲料水が確保できること。

イ 入浴施設を有するか，または近隣の公衆浴場等の入浴施設が利用できること。

ウ 食事を提供できるか，または近隣の食堂やレストラン等が利用できること。

エ 衛生上良好な環境が整備されていること。

オ その他，宿泊に著しい支障がないこと。

配宿上の留意点

会場地委員会は，次の事項に留意して配宿を行う。

ア 配宿の対象は，原則として選手・監督とする。

イ 都道府県別チーム単位で一軒，もしくは隣接する地域に配宿することとし，ミ

ーティングの場の提供についても配慮する。

７ 民泊の実施

会場地委員会は，一般家庭を宿泊施設として利用する場合は，原則として以下によ

り民泊を実施する。

民泊協力地区の設定

会場地委員会は，複数の民家家庭が一体となって民泊業務を実施する区域として，

自治会・町内会などを単位とする民泊協力地区を設定する。

民泊協力組織等の設置

ア 民泊協力地区に，民泊家庭への支援をはじめ，食事の提供，地区の環境美化及

び選手・監督の歓迎・応援等民泊業務を円滑に進めるため民泊協力組織を設置す

る。

イ 民泊協力組織と会場地委員会の連携及び民泊協力組織相互の情報交換等を行う

ため，必要に応じ民泊推進連絡組織を設置する。

ウ 会場地委員会は，民泊協力組織及び民泊推進連絡組織の設置が円滑に行われる

よう指導，助言を行う。
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民泊依頼の方法

会場地委員会は，民泊協力組織をはじめとする関係機関・団体等の協力を得て，

一般家庭に対して民泊の趣旨を十分説明し，宿泊施設としての提供を依頼する。

民泊家庭の選定基準

民泊家庭の選定は，転用施設の選定基準に準じて行う。

配宿に関する考え方

会場地委員会は，次の事項に留意して配宿を行う。

ア 配宿の対象は，選手・監督とする。

イ 民泊は，競技での公平性を保つため，競技毎又は種別毎とする。

ウ 配宿の単位は，原則として，１民泊協力地区に１都道府県チームとする。なお，

ミーティングの場の提供についても配慮する。

受入れ体制の推進

会場地委員会は，民泊協力組織及び関係機関，団体等の協力を得て，食事の提供，

食品の調達，医事衛生及び不足寝具の確保等，民泊家庭の宿泊に係る業務が円滑に

行われるように努める。

８ その他

この要項に定めるもののほか，大会参加者の宿泊施設の充足対策に関して必要な事

項は，県委員会と会場地委員会が協議して定める。
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平成28年２月19日決定 第２回宿泊・衛生専門委員会決定

平成29年１月16日決定 第３回宿泊・衛生専門委員会決定

第７５回国民体育大会鹿児島県準備委員会

宿泊・衛生専門委員会部会設置要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，第７５回国民体育大会鹿児島県準備委員会専門委員会規程第５条

の規定に基づき，宿泊・衛生専門委員会（以下「専門委員会」という。）の部会の設置

及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。

（部会の名称及び付託事項）

第２条 部会の名称及び専門委員会からの付託事項は，別表のとおりとする。

（役員）

第３条 部会に次の役員を置く。

（１）部会長 １名

（２）副部会長 １名

２ 部会の役員については，専門委員会委員長が指名する。

３ 部会長は，部会を代表し，会務を総理する。

４ 副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故があるとき，又は欠けたときは副部会

長がその職務を代理する。

（任期）

第４条 部会委員の任期は，部会の目的が達成されたときまでとする。ただし，委員等

が就任時におけるそれぞれの所属機関又は団体等の役職を離れた場合において，その

委員等は，辞任したものとみなし，その後任者が前任者の残任期間を務めるものとす

る。

（会議）

第５条 部会の会議は，部会長が招集し，部会長が議長となる。

２ 部会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは議長の決すると

ころによる。

３ 部会は，付託事項を審議したときは，その結果を専門委員会に報告するものとする。

４ 部会は必要があるときは，部会委員以外の者の出席を求め，その意見又は説明を聴

くことができる。

（委任）

第６条 この要綱に定めるもののほか，部会の運営に関し必要な事項は，当該部会の部

会長が専門委員会委員長の承認を得て別に定める。

附 則

この要綱は，平成２８年２月１９日から施行する。

この要綱は，平成２９年１月１６日から施行する。
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別表（第２条関係）

部会の名称 付 託 事 項

１ 宿泊要項等に関すること

２ 配宿計画に関すること

宿 泊 部 会 ３ 宿泊施設充足対策に関すること

４ 宿泊料金に関すること

５ その他宿泊に関すること

１ 医療救護対策に関すること

２ 防疫対策に関すること

医事・衛生部会 ３ 食品衛生に関すること

４ 環境衛生対策に関すること

５ その他医事・衛生に関すること

１ 標準献立の作成に関すること

２ 標準献立の普及指導に関すること

標準献立部会 ３ 標準献立に基づく食品調達に関すること

４ 国体昼食弁当に関すること

５ その他標準献立に関すること

１ 参加馬の健康検査及び防疫に関すること

２ 参加馬の診療及び装蹄に関すること

馬事衛生部会 ３ 参加馬の輸送に関すること

４ 飼料，敷料に関すること

５ その他馬事衛生に関すること
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燃ゆる感動かごしま国体「イメージソング」について 

１ 概要 

２ 発表方法 
 知事による完成発表（２月９日） 

３ 今後のイメージソングの活用 
  イメージソングに合わせたダンスを制作し，ダンスミュー
ジックとして活用するほか，燃ゆる感動かごしま国体の開催
期間まで，あらゆる場面でＰＲに活用する。 

【具体例】 
 庁内放送，庁内電話保留音，市町村・学校・商業施設等での
放送，国体関連イベントにおける活用，ダンスミュージック
としての活用 など 

項 目 内 容 

制作者 辛島 美登里（作詞・作曲） ＮＡＯＫＩ－Ｔ（編曲） 

曲 名 ゆめ～KIBAIYANSE～ 

歌 詞 
キバイヤンセ キバイヤンセ ×2 

変化していく 自分を見つけよう  

1 ミリでもいい カン違いでもいい 

新しい色の 私のカレンダー  

遅すぎるなんてない 何歳でもいい 

ピンチになると 昔おばぁちゃんが 

口ずさんでた ふるさとの おまじ

ない！  

キバイヤンセ キバイヤンセ ×2 

きみの夢は何だろう？  

探す旅が人生さ 

頑張ろう だけど 疲れたら 

テゲテゲで一休み チェスト！ 

あなたの道は 始まったばかり 

涙ぐんだり 不安になったり 

あきらめないで その情熱を 

ふり絞って 踏みだそう あと一

歩！ 

キバイヤンセ キバイヤンセ ×2 

闇に光る星たちも 

土を割って咲く花も 

みんな みんな かげひなた 

越えながら生きている 

キバイヤンセ キバイヤンセ ×4 

きみの夢は何だろう？  

探す旅が人生さ 

頑張ろう だけど 疲れたら 

テゲテゲで一休み 

闇に光る星たちも 

土を割って咲く花も 

みんな みんな その笑顔・・・ 

抱きしめて生きていこう 

チェスト、チェスト、チェスト！ 

第６回広報・県民運動専門委員会
平成 ２９ 年 ２ 月 ３ 日 決 定
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燃ゆる感動かごしま国体「推奨花」について

平成32年（2020年）開催の「燃ゆる感動かごしま国体」に全国から来県す
る方々を，まごころのこもったおもてなしで歓迎する「花いっぱい運動」を
展開するにあたって，当国体を象徴する推奨花を選定し，広く総合開会式・
閉会式会場や競技会場，空港，駅，道路，その他周辺地域等を装花するお薦
めの花として活用する。

マリーゴールド（※） サルビア（※）

ニチニチソウ コリウス

センニチコウ ジニア

推奨花（１３種類）

マリーゴールド（※），サルビア（※），ニチニチソウ，コリウス，
センニチコウ，ジニア，ペンタス，ポーチュラカ，ハゲイトウ，
ブーゲンビリア，ハイビスカス，クロトン，ローズマリー

（※）＝1972年太陽国体推奨花

第６回広報・県民運動専門委員会
平成 ２９ 年 ２ 月 ３ 日 決 定
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ペンタス ポーチュラカ

ハゲイトウ ブーゲンビリア

ハイビスカス クロトン

ローズマリー
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余 白
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議 事

(3) 説明事項
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「燃ゆる感動かごしま国体」に係る実行委員会の「燃ゆる感動かごしま国体」に係る実行委員会の

設置について（案）設置について（案）

１ 経緯・背景

今年７月頃の日本体育協会理事会において，第75回国民体育大会（平

成32年）の本県開催及び会期が決定される見込み。

 これに伴い，開催県として，同協会が定める国民体育大会開催基準

要項の規定に基づき，「実行委員会」を設置する必要。

設置に当たっては，現行の第75回国民体育大会鹿児島県準備委員会

（以下「国体準備委」）と，第20回全国障害者スポーツ大会鹿児島県

準備委員会（以下「大会準備委」）を統合するとともに，一部拡充す

る予定。

２ 名称（案）

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会（以下「実行委」）

［参考］ 先催県例

希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会

※ 愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会実行委員会

 「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会実行委員会

いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委員会

３ 構成（案） …別紙１

３５５人（会長1・副 会 長 8・常任委員42・監事3・委員230・顧問9・参与62）

（内訳）国体準備委201人＋大会準備委11人(国体準備委との重複を除く)＋新規143人

※ 総数は，新規に算入されるデモンストレーションスポーツの競技団体数によって前後する（別紙１の(注)を参照）。

［参考］ 先催県例

岩手県  愛媛県  福井県  茨城県

３５６人 ２３７人 ２７２人 ２７５人
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４ 今後の予定（実行委に関係する当面の予定）

時 期 内 容

～６月頃 ・ 新規の委員等への実行委委員等就任の依頼（予め内

諾を得る）。

７月頃 ・ 国体準備委委員等には，国体準備委第７回総会（最

終回）及び実行委第１回総会の開催を通知。

※ 同日，国体準備委第７回総会（最終回）の前に，

第８回常任委員会を開催

・ 実行委の新規委員等には，委嘱状を添付の上，実行

委第１回総会の開催を通知。

８月頃 ・ 同日に，国体準備委第７回総会（最終回）並びに実

行委第１回総会を開催。

※ 国体準備委第７回総会（最終回）では，国体準

備委会則を実行委の仕様に改正。 …別紙２
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【参考】実行委組織図（案）
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会長

副会長

委員

委員長

副委員長

常任委員総　　会

専門委員会

常任委員会 募金・企業協賛
推進委員会

監事

委員

H24第１回常任
委員会にて設

置

格上げ・
名称変更

顧問

参与

会長

常任委員

副会長

委 任

報 告
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別紙１

実行委委員等の構成（案）実行委委員等の構成（案）

区 分 委 員 等 人 増要素(国体準備委との比較)

会 長 知事 ①

副 会 長 県議会議長， ⑧ +1(県身体障害者福祉協会長)
(７→８) 副知事②，県教育長，

市長会長，町村会長，
県体育協会副会長，
県身体障害者福祉協会長

常任委員  県議会 ⑤ +1(環境厚生委員長)
(40→42)  県 ⑬ +1(国体・全国障害者スポーツ大会局長)

市町村 ③
学校・学校体育団体 ⑤

 スポーツ ④
産業・経済 ⑥
通信・運輸・エネルギー ①
宿泊・衛生・観光 ①
医療 ①
社会団体 ③

監 事 県会計管理者， ③
(３→３) 県市長会事務局長，

県町村会事務局長

委 員  県議会 ② ▲1(環境厚生委員長)
(151→230)  県 ⑨ +1(県教育次長)
※常任委員 除き 市町村  

市町村議会議長  +43
官公署 ⑥
学校・学校体育団体 ⑥ +1(県特別支援学校校長会長)

 スポーツ +1(県障害者フライングディスク協会長)
+5(県綱引連盟会長・武術太極拳連盟会長・パワーリフティング協
会長・ゲートボール協会長・グラウンド・ゴルフ協会長) ※以上，
公開競技
+23デモンストレーションスポーツ競技団体(注)

▲1(県クレー射撃協会代表理事)
産業・経済 ⑧
通信・運輸・エネルギー ⑩
宿泊・衛生・観光 ⑩
医療 ④
社会団体 ⑳ +7(県視覚障害者団体連合会長・聴覚障害者協会長・知的障害者福祉協

会長・手をつなぐ育成会理事長・精神保健福祉会連合会理事長・障害
者スポーツ協会長・障害者スポーツ指導者協議会長)

顧 問
県選出国会議員 ⑨ +9

(０→９)

参 与  県議会議員  +43(副会長他就任の8人(議長,副議長等)以外の全議員)
(０→62)  県教育委員 ⑤ +5

報道 ⑭ +14(県政記者クラブ(青潮会))

（注）デモンストレーションスポーツについては，当該競技団体が存在する場合（当該競技団体を包括する団体の長が既に国体準備委委員の場合を除く。）に，
当該競技団体の長を委員に委嘱（23団体程度を予定）。
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燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行 

第 75 回国民体育大会鹿児島県準備委員会会則（案）

   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 この会は，燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行第 75 回国民体育大会鹿

児島県準備委員会（以下「本会」という｡）と称する。 

 （目的） 

第２条 本会は，第 75 回国民体育大会（冬季大会を除く。）及び第 20 回全国障害者ス

ポーツ大会（以下「両大会」という。）を開催するために必要な準備を行うことを目

的とする。 

 （事業） 

第３条 本会は，前条の目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。 

両大会開催に必要な方針及び計画の策定に関すること。 

両大会における実施競技及び会場地市町村に関すること。 

両大会の競技施設及び関連施設に関すること。 

両大会開催及び準備のための経費に関すること。 

 関係行政機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 

 その他本会の目的達成に必要な事業に関すること。 

   第２章 組織 

 （構成） 

第４条 本会は，会長及び委員をもって構成する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

 県及び市町村の代表者及び役職員 

 県及び市町村の議会を代表する者 

 関係競技団体，その他関係行政機関・団体の代表者及び役職員 

 学識経験を有する者 

 その他両大会の開催準備及び運営に関係のある者 

 （役員） 

第５条 本会に，次の役員を置く。 

 会長        １名 

 副会長      ８７名以内 

 常任委員    50 名以内 

 監事        ３名以内 

 （役員の選任） 

第６条 会長は，鹿児島県知事をもって充てる。 

２ 副会長及び常任委員は，総会の承認を得て委員のうちから会長が委嘱する。 

３ 監事は，総会の承認を得て会長が委嘱する。 

別紙２
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 （役員の職務） 

第７条 会長は，本会を代表し，会務を総理する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，あらかじめ会長が指名した副会

長が，その職務を代理する。 

３ 常任委員は，常任委員会を構成し，第 12 条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は，本会の財務を監査する。 

 （任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という｡）の任期は，委嘱されたときから本会の

目的が達成されたときまでとする。ただし，委員等が就任時におけるそれぞれの所属

機関又は団体等の役職を離れた場合は，その委員等は，辞任したものとみなし，その

後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は，委員等に特別な事情が生じたときは，その職を解き，必要に応じて補充す

ることができる。 

３ 会長は，前２項の規定により委員等の変更があった場合は，次の総会において報告 

する。 

 （顧問及び参与） 

第９条 本会に顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は，会長が委嘱する。 

３ 顧問は，会務の重要な事項について，会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は，会長が必要と認める事項について，助言する。 

５ 顧問及び参与の任期等は，前条の規定を準用する。 

   第３章 会議 

 （会議の種類） 

第 10 条 本会に，次の会議を置く。 

 総会 

 常任委員会 

 募金・企業協賛推進委員会

 専門委員会 

 （総会） 

第 11 条 総会は，会長及び委員をもって構成する。 

２ 総会は，会長が招集する。 

３ 総会の議長は，会長又は会長が指名した者がこれにあたる。 

４ 総会は，次に掲げる事項について審議し，決定する。 

両大会の開催基本方針に関すること。 

 会則の制定及び改廃に関すること。 

 事業計画及び事業報告に関すること。 

 予算及び決算に関すること。 

 常任委員会に委任する事項に関すること。 

 その他重要な事項に関すること。 
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５ 総会は，委員の過半数の出席がなければ開会し，議決することはできない。ただし，

総会に出席できない委員は，あらかじめ通知された事項について，代理人に権限を委

任し，又は書面で議決に加わることができる。 

６ 総会の議事は，出席委員（代理人に権限を委任し，又は書面で議決に加わった者を

含む。）の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

 （常任委員会） 

第 12 条 常任委員会は，会長，副会長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は，会長をもって充てる。 

３ 副委員長は，副会長をもって充てる。 

４ 常任委員会は，必要に応じ会長が招集する。 

５ 常任委員会の議長は，委員長又は委員長が指名した者がこれにあたる。 

６ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長が指名 

した者がその職務を代理する。 

７ 常任委員会は，次に掲げる事項について審議決定し，その結果を必要に応じて次の 

総会に報告する。 

 総会から委任された事項に関すること。 

 総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

 専門委員会の設置並びに専門委員会への付託及び委任事項に関すること。 

 その他会長が必要と認める事項に関すること。 

８ 前条第５項及び第６項の規定は常任委員会について準用する。 

（募金・企業協賛推進委員会） 

第 12 条の 2 募金・企業協賛推進委員会（以下「推進委員会」という。）は，会長が委

嘱した委員をもって構成する。 

２ 推進委員会は，次に掲げる事業を行い，その状況等を必要に応じて次の総会に報告

する。 

 募金及び企業協賛の基本的事項に関すること。 

 募金及び企業協賛の企画及び実施に関すること。 

 その他募金及び企業協賛の推進に関すること。 

３ 委員の任期については，第８条第１項及び第２項の規定を準用する。 

４ 推進委員会に関し必要な事項は，会長が別に定める。 

 （専門委員会） 

第 13 条 専門委員会は，会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は，常任委員会から付託された事項について調査審議し，その結果を常 

任委員会に報告し，承認を得なければならない。 

３ 専門委員会は，常任委員会から委任された事項について審議決定し，その結果を常 

任委員会に報告する。 

４ 第８条の規定は，専門委員の任期について準用する。 

５ 前各項に定めるもののほか，専門委員会に関し必要な事項は，常任委員会に諮り， 

会長が別に定める。 
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   第４章 会長の専決処分 

 （会長の専決処分） 

第 14 条 会長は，総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまが

ないと認めるとき，又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては，これを

専決処分することができる。 

２ 会長は，前項の規定により専決処分したときは，これを次の総会等において報告し， 

その承認を求めなければならない。 

   第５章  事務局 

 （事務局） 

第 15 条 本会の事務を処理するため，事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は，会長が別に定める。 

   第６章  会計 

 （経費） 

第 16 条 本会の経費は，負担金及びその他の収入をもって充てる。 

 （予算及び決算） 

第 17 条 本会の収支予算は，総会の議決により定め，収支決算は，監事の監査を経て， 

総会の承認を得なければならない。 

 （会計年度） 

第 18 条 本会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月 31 日に終わる。 

２ 本会の会計に関し必要な事項は，会長が別に定める。 

   第７章  補則 

 （委任） 

第 19 条 この会則に定めるもののほか，本会の運営に関し必要な事項は，会長が別に定 

める。 

   附 則 

１ この会則は，平成 23 年８月９日から施行する。 

２ 本会の設立当初の会計年度は，第 18 条の規定にかかわらず，この会則の施行の日か 

ら平成 24 年３月 31 日までとする。 

附 則 

１ この会則は，平成 年 月 日から施行する。 

２ この会則施行の際，現に第 75 回国民体育大会準備委員会の委員，役員，顧問，参与

又は専門委員である者は，それぞれ燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員

会の委員，役員，顧問，参与又は専門委員に委嘱されたものとみなす。 

３ この会則施行の際，現に制定されている第 75 回国民体育大会鹿児島県準備委員会の

関係規程等の中に「第 75 回国民体育大会鹿児島県準備委員会」とあるものは，「燃ゆ

る感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会」と読み替える。
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余 白
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議 事

(4) その他
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第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」

平成29年度以降の主なスケジュール

逆年 年 度 主 な 取 組 等

３年前 平成29年度 ○ 日体協・文科省スポーツ庁による会場地総合視察

(2017) ○ 日体協による第75回国民体育大会の本県開催及び大会

会期の決定（追って競技別会期の決定）

○ 県実行委員会の設立

○ 募金・企業協賛の募集開始

２年前 平成30年度 ○ 大会運営ボランティアの募集開始

(2018)

１年前 平成31年度 ○ 県実施本部の設置

(2019) ○ 各競技のリハーサル大会

※ インターハイ南部九州総体

（鹿児島，熊本，宮崎，沖縄４県）

開催年 平成32年度 ※ 東京オリンピック （７／24～８／９ 17日間）

(2020) ※ 東京パラリンピック（８／25～９／６ 13日間）

○ 第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」

（９／中旬～10／中旬 11日間）

○ 第20回全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」

（国体終了後の３日間）
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  その他




